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消費税の軽減税率制度の対応への協力について 
 

今般、厚生労働省・国税庁・中小企業庁より、平成 29 年 4 月に導入が予定さ

れている消費税の軽減税率制度への対応について、別添の「消費税の軽減税率

制度の対応への協力について」の通り、広報・周知等の協力依頼がありました。 

本会は、当面、本会のホームページ上の「税制関連資料コーナー」

（ http://www.med.or.jp/doctor/report/001192.html ）を通じて情報提供

を行うとともに、年金・税制課が相談窓口として対応します。 

貴会におかれましても、広報・周知、説明会の開催案内及び支援体制の構築、

都道府県別の軽減税率制度導入協議会への参加等にご協力いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

以下、本通知についての補足説明です。 

 

(軽減税率制度の概要） 

軽減税率制度の概要につきましては、別添の「消費税の軽減税率制度が導入

されます」をご参照ください。 

医療機関における軽減税率対応の概要は、以下のとおりですが、あくまで概

要ですので、詳細は税理士等の専門家にご確認ください。 

軽減税率の対象品目は、①酒類・外食を除く飲料食品、②週 2 回以上発行さ

れる新聞（定期購読契約に基づくもの）とされました。 

医療機関の売上については、売店での飲食料品の販売や、有料老人ホーム等

で行う飲食料品の提供などが軽減税率の対象となりますので、課税事業者でこ

れらの事業を行う医療機関は軽減税率への対応が必要になります。また、これ

らの事業を行う免税事業者でも、課税事業者と取引する場合、区分記載請求書

等（現行の請求書等の記載事項に加え、①軽減税率の対象品目である旨の記載、

②税率ごとに合計した対価の額（税込の記載）を記載）の発行を求められる場

合があります。 



一方、医療機関の仕入については、病院食や社員食堂の材料費はもとより、

会議費や交際費としての飲食料品等の購入が軽減税率の対象となりますので、

課税事業者である医療機関の多くは、仕入税額控除のため、区分記載請求書等

と帳簿の保存が必要となります。 

平成 33 年 4 月 1 日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書

等」の保存が仕入税額控除の要件となります（適格請求書等保存方式（いわゆ

るインボイス制度））。 

また、税額計算は、原則として、売上又は仕入を税率ごとに区分して行うこ

ととなります。ただし、売上又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事

業者に対し、一定の期間、売上税額又は仕入税額の計算の特例があります。 

 

（軽減税率対策補助金） 

本通知に記載されている軽減税率対策補助金の概要については、医療法人は

対象となりませんが、参考までに別添の「軽減税率対策補助金」をご参照くだ

さい。 

 

[添付資料] 

○ 消費税の軽減税率制度の対応への協力について（厚生労働省・国税庁・

中小企業庁） 

○ 消費税の軽減税率が導入されます(国税庁) 

○ 軽減税率対策補助金（軽減税率対策補助金事務局） 

○ (参考資料) 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ(個別事例

編)」より抜粋 
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消費税の軽減税率制度の対応への協力について 

 

平素から、厚生労働行政に御理解と御協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

今般、「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 15号）の成立により消

費税法等の一部が改正され、平成 29 年４月に軽減税率制度を導入することとされてお

ります。 

これを受けて、４月８日に開催された消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議におき

まして、軽減税率制度の円滑な導入に向けた取組を関係府省庁が連携して推進していく

こととなりました。 

つきましては、軽減税率制度への対応が必要となる事業者の皆様の準備が円滑に進む

よう、貴団体におかれては、広報・周知等、下記の事項にご協力いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

記 

 

１．広報・周知 

各種広報資料の配布や貴団体ホームページ（国のホームページ特設サイトへのリンク

の作成等）を通じ、傘下の各団体及び事業者の皆様に対して、軽減税率制度の内容及び

中小企業・小規模事業者等の皆様に対する支援措置に関する広報・周知をお願いいたし

ます。 

 

［軽減税率制度関係のホームページ特設サイト］ 

・ 特集-消費税の軽減税率制度（政府広報オンライン）： 

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html 

・ 消費税の軽減税率制度について（国税庁）： 

http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm 

・ 軽減税率対策補助金（軽減税率対策補助金事務局）： 

http://kzt-hojo.jp/ 

 

 

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
http://kzt-hojo.jp/


 

２．説明会の開催案内及び支援体制の構築 

 貴団体傘下の各団体におかれましては、税務署や市町村等が開催する説明会の日程の

案内にご協力いただくほか、必要に応じて、各地域の税務署や商工会・商工会議所等の

中小企業団体と連携を図りつつ、貴団体傘下の各団体主催の説明会を開催いただくよう

お願いいたします。 

また、傘下の各団体及び事業者の皆様からの相談に対応するための窓口設置など、必

要な支援体制を構築いただくとともに、内容に応じて国の相談窓口にお取り次ぎいただ

くようお願いいたします。  

 

［参考：国の相談窓口］ 

・ 軽減税率制度の内容に関する相談（国税庁） 

  最寄り（又は所轄）の税務署（専用コールセンター） 

  ※音声ガイダンスに従い「＃」又は「３」をプッシュ 

  （受付時間）8:30～17:00（土・日・祝除く） 

 ※税務署の電話番号等につきましては、国税庁ホームページから確認できます。 

    国税庁ホームページ： http://www.nta.go.jp/ 

 

・ レジ導入・システム改修等の支援に関する相談（軽減税率対策補助金事務局） 

軽減税率対策補助金事務局コールセンター 

   ０５７０－０８１－２２２（ナビダイヤル） 

   ０３－６６２７－１３１７（ＩＰ電話用） 

（受付時間）9:00～17:00（土・日・祝除く） 

 

・ 消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する一般的なお問合わせ 

消費税価格転嫁等総合相談センター 

   ０５７０－２００－１２３（ナビダイヤル） 

（受付時間）9:00～17:00（土・日・祝除く） 

 

３．都道府県別の軽減税率制度導入協議会への参加 

 上記１．及び 2．で実施する広報・周知や説明会の開催等を効果的に実施していくた

め、中小企業団体や業種団体と国・地方を含めた行政機関等が参加する「軽減税率制度

導入協議会」（別紙）を都道府県ごとに組織し、軽減税率制度や中小企業・小規模事業

者等の皆様に対する支援措置に関する必要な情報の共有を図ることとしております。 

本協議会の事務局は、都道府県商工会連合会にご担当いただく予定ですが、傘下の各

団体等に対しまして、事務局からの案内がございましたら、本協議会へ積極的に参加い

ただくようご連絡をお願いいたします。 

 

http://www.nta.go.jp/


 

 

４．その他 

 軽減税率制度の円滑な導入に向け、事業者の皆様の準備状況等を検証するため、今後、

定期的にアンケート調査の実施を予定しておりますことから、調査実施に当たりまして

は、特段のご配慮をよろしくお願いいたします。 






















